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掛金の拠出、年金資産の運用、年金の支払等企業年金の運営

財政検証（決算）
（毎事業年度、財政状
況を確認）

今後とも年金制度を継続す
るとした場合に現在保有して
おくべき積立金（責任準備金）
を有しているかどうか

現時点で年金制度を終了さ
せるとした場合に加入者等の
給付を賄うことのできる積立
金（最低積立基準額）を有し
ているかどうか

(1)継続基準 (2)非継続基準

基準を満たしている場合

不足金解消のための追
加掛金（特別掛金）を計算
し、掛金引上げの規約変
更を行う

基準を満たしていない場合 基準を満たしていない場合

不足金解消のための追
加掛金（特例掛金）を計算
し、掛金引上げの規約変
更を行う

毎年度の財政検証に加えて、「財政再計算」として、実施事業所の状況（従業員の採用・退職・給与の状況
等）や資産の見通しなどを基に、少なくとも５年に一度、掛金の額を見直す。
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確定給付企業年金（ＤＢ）の財政運営の流れ



金融危機当時に講じたＤＢ掛金設定の弾力化措置

○ 2008（平成20）年９月の金融危機（リーマンショック）当時、実施事業所の経営の状況が悪化したことによ
り事業主がＤＢ掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合に、掛金の引上げの猶予等の措置を講
じた。

金融危機当時に講じた措置

(1) 2008（平成20）年度決算に基づく財政検証や財政再
計算の結果として、掛金引上げが必要となったＤＢで経
営状況の悪化により掛金を拠出することに支障がある
と見込まれる場合には、2010（平成22）年４月１日から
2012（平成24）年３月31日までの間、掛金（標準掛金・特
別掛金・特例掛金）の引上げの猶予を認めた。

掛金水準

掛金の見直し

掛金の引き
上げを猶予

(2) 2009（平成21）年３月31日から2012（平成24）年３月
31日までの間の日を計算基準日として、継続基準に抵
触した場合の財政計算については、解消すべき不足金
から、許容繰越不足金の全部又は一部を控除すること
ができることとした。

責任準備金

積立金

許容繰越
不足金

不足金

本来解消すべき不足金

解消すべき不足金の特例
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※ 許容繰越不足金とは、責任準備金に対して積立不足が発生していても掛
金見直しが不要とされる不足金をいい、許容繰越不足金の算定方法は次の
３つの方法から選択する。
① 標準掛金収入現価 × 15％を上限として規約に定める率 とする方法
② 責任準備金 × 15％を上限として規約に定める率 とする方法
③ 上記①②のうち、いずれか低い額とする方法



○ 今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業主がＤＢ掛金を
拠出することに支障があると見込まれる場合について、どう考えるか。

〇 例えば、金融危機当時に講じたＤＢ掛金設定の弾力化措置と同様の取扱いを認めることが考えられるが
どうか。また、これ以外の措置としてどのような対応が考えられるか。
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議論いただきたい点


